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令和５年５月８日（GW明け）から

◎行政からの行動制限・就業制限について指示 ⇒ 個人の判断に委ねられる

◎５類感染症＝季節性インフルエンザと同様～準じた対応を。

◎特別な対応を求められる疾患では、なくなった。

★しかし相変わらず、感染する病気（感染性疾患）である。
（なくなったわけではない。感染対策も必要。）



法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、
国民の皆様の自主的に取り組みをベースとした対応に変わります。

引用参考： https://www.mhlw.go.jp/content/001159189.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001159189.pdf


【施設で見られる要因】

社会福祉施設では感染症が拡大しやすい

（人的要因）
１．マンパワーに余裕がない。

（体調不良でも出勤しようとする。）

２．スタッフからの持ち込みが多い。

３．スタッフ・介護・看護者が、感染媒介
⇒集団感染につながりやすい。

（環境要因）
１．環境・物品の共有。
（共有スペースに密集・換気不十分。）

２．集団での生活
（マスクを外して食事・会話によって感染拡大）

３．手洗い・手指消毒の意識が低い・回数が少ない。

１．免疫力が未発達/低下した利用者が多い。
⇒基礎疾患・合併症を含めて、重症化しやすい。

２．理解力の不足/低下により、衛生管理・感染
対策への協力が得られにくい。

３．自分で（自力で）十分に手洗い・消毒ができ
ない。

４．症状がはっきりせず受診・相談の判断、診断
のタイミングが遅れてしまう。

【利用者で見られる要因】

★できるだけ『自分が感染源とならないように』
注意が必要です。

★施設長・管理者の皆様、スタッフのメンタルケア
に、配慮をお願いします。



【感染の成立・３大因子】

病原体（感染源） 感染経路 宿主

【対策】

隔離・消毒
（定着・拡大・増殖を抑える）
早期発見
早期治療

消毒
媒介物（動物）の駆除
検疫・検査
臨時休業

ワクチン接種
早期診断・治療
休養
免疫力を高める

３大因子のうち１つでも予防されれば、感染は成立しなくなる。

発生しても慌てない。正しく対応することが重要。



南部管内の感染状況
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南部管内の感染状況
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感染症発生状況は、毎週南部保健所のホームページに掲載しています。
ぜひアクセスしてみてください。



TCID(Tissue Culture Infectious Dose) 50/mL：１ml中における50％の培養細胞を死滅させうるウイルスの量

引用参考： https://www.mhlw.go.jp/content/001159189.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001159189.pdf


（※1）発症日を0日目とします。
引用参考：https://www.mhlw.go.jp/content/001159189.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001159189.pdf

